
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 0 5 3

件 名 等 小中学校体育館清掃用具借上げ

契 履行場所 小中学校１８校

種 類 賃貸借
約

市内小中学校体育館で使用する清掃用具等について借上を行う。

内
借上げ物品

ダスキンモップ
概 要

予定数量容
４月～１月　１８２本／月

２月～３月　１２６本／月　　計２，０７２本

株式会社エネルギー生活市場
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　渋佐　寿彦

方 南相馬市　原町区本町３－７２－３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該業務は、市内小中学校体育館において使用する清掃用具等について、衛生環境を保つために賃貸借契約を行

うものである。市内業者における取扱いが上記業者のみのため随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 0 7 7

件 名 等 令和３年度スポーツ施設予約管理システム借上げ

契 履行場所 市民生活部スポーツ推進課

種 類 賃貸借
約

市内スポーツ施設の予約管理をするために必要なシステムを利用する。

内

概 要
容

株式会社福島県中央計算センター
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　河原田　浩喜

方 福島県　福島市　新町７番２２号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は市内スポーツ施設の予約管理システム利用業務であるが、当該システムを取り扱っている唯一の業者で

あることから随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部スポーツ推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 0 8 7

件 名 等 南相馬市防犯カメラシステム設備借上げ

契 履行場所 南相馬市小高区大井字深町地内　外

種 類 賃貸借
約

市内１９箇所（小高区１６箇所、原町区３箇所）に防犯カメラ機器の設置及びシステム設備を借上げ、犯罪抑止

力により、地域における安全・安心のさらなる向上を図る。
内

概 要
容

株式会社メディアシステム
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　渡邉　弘志

方 福島県　福島市　御山字稲荷田８３番地２
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、既存機器の撤去に伴い新たな機器の設置及び借上げを行うものである。

当該設備は、犯罪抑止力として地域の安全性を保つことを目的に設置していることから、撤去から設置、稼働ま

でを短期間で行う必要がある。
随

当該業者は、既存機器の設置業者であり、システムの構築及び機器設置のコンクリ―ト柱設置を行っていること

から、撤去から稼働までを短期間で行うことができる唯一の業者であるため、当該業者との随意契約とする。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 0 9 2

件 名 等 南相馬市立小中学校図書室クラウド型学校図書館サービス利用契約

契 履行場所 市内全公立小・中学校

種 類 賃貸借
約

　南相馬市立小中学校における学校図書を管理システムにより電算管理するためのクラウド型サービスを使用す

る。
内

【利用箇所】

　市内全小・中学校
概 要

容

富士通Ｊａｐａｎ株式会社　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　浜田　諭

方 福島県　福島市　栄町６番６号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　市立中央図書館では株式会社図書館流通センターからの蔵書購入を行い、バーコード管理と図書情報の提供を

受けているとともに富士通のシステムによる図書管理を行っている。このことから、図書館流通センターにおけ

る図書購入及び図書情報の利用や学校と図書館の連携を図るとともに市内における図書の統一的な管理を行うた
随

め、図書館と同様の蔵書管理が可能な事業者である当該事業者と随意契約を行うものである。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局学校教育課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 1 0 0

件 名 等 eLTAX審査システム借上げ

契 履行場所 南相馬市原町区本町二丁目２７番地

種 類 賃貸借
約

地方税ポータルシステム（eLTAX）を通して送受信した電子申告及び各種届出等のデータを審査し総合行政シス

テム（税基幹システム）に取込むために必要なシステム、また地方税ポータルシステム（eLTAX）から配信され
内

る所得税の確定申告書等の電子的データの送受信に必要な国税連携システムを借上げる。

概 要
容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該業者は、現在市で使用している税基幹システムの開発業者で、今回借り上げる審査システムは、当該基幹シ

ステムと送受信等ができるものでなければならず、この税基幹システムと送受信等が行えるのは当該業者の審査

システムのみであることから、当該業者との随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部税務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 1 1 1

件 名 等 災害情報共有システム借上げ

契 履行場所 危機管理課

種 類 賃貸借
約

南相馬市内において、AI防災チャットボットを活用し、市民、市職員から災害時にリアルタイムな被害状況の収

集及び管理を行い、情報を共有するシステムの構築を委託する。また、そのシステムの借上げ契約。
内

概 要
容

株式会社ウェザーニューズ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　草開　千仁

方 千葉県　千葉市美浜区　中瀬一丁目３番地幕張テクノガーデン
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該業者は、LINE(株)や国立研究所等とシステムの共同開発を行っており、LINEを使った災害情報共有システム

を提供可能な唯一の業者であることから、当該業者との随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 1 2 0

件 名 等 災害情報等メール配信システム借上げ

契 履行場所 危機管理課

種 類 賃貸借
約

手動入力及び気象庁発表の気象注意報・警報等や防災行政無線システムと連動した自動メール配信システムの借

上げ契約
内

概 要
容

日本電気株式会社　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　江沼　和美

方 福島県　福島市　本町５番５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該業者は、南相馬市の防災行政無線システムの機器及びシステムを構築した施工業者である。

本システムは防災行政無線システムと連動した自動メール配信機能を有しており、運用する上で機器及びシス

テム構成の熟知が必要となるため、適切な運用を確保できる当該業者との随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030





様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 1 5 5

件 名 等 統合型地理情報システムライセンス利用契約

契 履行場所 総務課

種 類 賃貸借
約

クラウド型の地理情報システム（PasCAL for LGWAN/PasCAL for Mobile）利用のための同時接続ライセンスの調

達
内

PasCAL for LGWAN 利用ライセンス　３０ライセンス
概 要

PasCAL for Mobile利用ライセンス　１０ライセンス容

株式会社パスコ　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　小島　真紀

方 福島県　福島市　栄町６番６号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　クラウド型の地理情報システムを利用するためには、システムの開発元である当該業者でなければ調達できな

いため当該業者との随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 1 7 9

件 名 等 郵便料金計器借上げ

契 履行場所 総務課

種 類 賃貸借
約

　郵便発送業務に郵便料金計器を導入することにより、全庁的に集計・発送業務の効率化を図る。

内
郵便料金計器リース料　１式

保守契約　１式
概 要

リース期間　５年容

デュプロ株式会社　郡山営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　佐藤　静雄

方 福島県　郡山市　大槻町字下町１０７番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

郵便発送業務を効率化する上で、定型・定形外封筒を同時に処理できる機能、郵便区内特別の郵便物とそれ以外

を区別して処理する機能及び郵便計量器で集計したデータを庁舎内のネットワークを介さずメールで転送できる

機能が必要であるが、全て備えている機器を扱っているのが当事業者のみであるため随意契約をするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 1 8 7

件 名 等 統合型校務支援システム「デジタル校務（福島県版）」利用契約

契 履行場所 市内小中学校

種 類 賃貸借
約

　福島県市町村立学校統合型校務支援推奨システムを利用することで、教員の校務負担軽減を図るとともに指導

の効率化を図る。
内

【導入学校】

　市内小学校　12校（全校）
概 要

　市内中学校　６校（全校）　計18校容

株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ
名 称

相

手 代 表 者 取締役執行役員地域事業本部東北支店長　小林　義雄

方 宮城県　仙台市宮城野区　榴岡２－４－２２
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本システムについては、福島県が県内小中学校に対し推奨する株式会社内田洋行の提供するシステムである。

本市に指名登録のある事業者のうち、内田洋行のクラウドセンターにおける作業が可能な株式会社内田洋行関連

会社が当該事業者のみであるため、株式会社内田洋行ＩＴソリューションズと随意契約とするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局学校教育課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 2 2 3

件 名 等 放射線量測定器購入

契 履行場所 復興企画部被災者支援課

種 類 物品
約

　市民の放射能不安を解消するため、市民貸出用の高機能積算線量計３６０台を購入するもの。

内

概 要
容

エスジェイビ有限責任事業組合
名 称

相

手 代 表 者 ダイコー株式会社代表職務執行者　大内　正幸

方 南相馬市　原町区錦町１丁目１５４番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　市民の放射能に対する不安の解消と安心・安全を継続的に確保するため、高機能積算線量計を購入するもの。

　計測機器類を取り扱う市内８社のうち、履行確認の結果、当該製品の取扱業者がエスジェイビ有限責任事業組

合のみであることから、当該組合との随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部被災者支援課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 2 5 0

件 名 等 各種コンビニ交付サーバ機器借上げ

契 履行場所 南相馬市　情報係内（サーバ室）

種 類 賃貸借
約

個人番号カードを利用し、全国の各種コンビニに設置されているキオスク端末で住民票等の各種証明書を発行す

る際に必要な機能（証明書データのPDF化・規定された電文応答プログラム等）を備えたサーバ機器の借上げ。
内

概 要
容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

コンビニ交付サーバの借上げにあたってはシステム構築が伴い、当該業者は、現在運用中の住民記録システム及

び戸籍総合システムの構築業者でもある。各種証明書のコンビニ交付を実施する際には住民記録システム及び戸

籍総合システムとの連携が必要であるため、適切に当該業務を履行できるのは当該業者のみであることから随意
随

契約とする。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部市民課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 2 5 1

件 名 等 小高区役所カラー複写機借上げ

契 履行場所 小高区役所

種 類 賃貸借
約

業務に必要なカラー複写機１台の借上げを行うもの。

内

概 要
容

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
名 称

相

手 代 表 者 福島支社長　磯貝　丈晴

方 郡山市　虎丸町２１番７号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本件は小高区役所１階のカラー複写機を借り上げるものであるが、入札執行の結果、

予定価格内での応札がなく全社辞退となり、不調となった。

この結果を踏まえ、改めて履行確認を行った結果、本件の対応が可能な業者は、当該業者のみであったことから
随

、随意契約とするものである。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　小高区地域振興課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 2 5 3

件 名 等 住基ネットシステム用ファイアウォール及びログ管理サーバ購入

契 履行場所 南相馬市　情報係内（サーバ室）

種 類 物品
約

　住民基本台帳ネットワークシステム用ファイアウォールは、住民基本台帳ネットワークシステムＣＳサーバと

本市の既存住基システム（ＡＤＷＯＲＬＤ）との間に設置することで、通信回線の監視及び不正なアクセス等の
内

検知及びブロックを行う機器であり、システムの安定的な運用に必須であるため購入して運用する。

概 要
容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

現在運用中のファイアウォール及びログ管理サーバは、当該業者が設置して保守業務を行っており、購入後も適

切に業務を履行できるのは、既存システムの構築業者である当該業者のみであるため、当該業者と随意契約とす

る。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部市民課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 2 5 4

件 名 等 戸籍総合システム機器借上げ

契 履行場所 南相馬市　情報係内（サーバ室）ほか

種 類 賃貸借
約

　戸籍の届出に係る受付から記載・決裁、住基法における戸籍附票の異動処理、人口動態調査及び相続税の報告

、さらにマイナンバーカードを利用したコンビニ店舗等での戸籍謄・抄本の証明書発行等に必要な機能を備えて
内

いる。

概 要
容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

戸籍総合システム機器の借上げにあたっては、システム構築が伴い、当該業者は、住民記録システム及びコンビ

ニ交付システムの構築業者でもある。戸籍謄・抄本のコンビニ交付を実施する際には、住民記録システム及びコ

ンビニ交付システムとの連携も必要となるため、当業務を履行できるのは当該業者のみであることから随意契約
随

とする。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部市民課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 3 6 5

件 名 等 最高裁国民審査投票読取集計機購入

契 履行場所 選挙管理委員会選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局

種 類 物品
約

　衆議院議員総選挙に併せて執行される最高裁判官国民審査投票用紙の読取集計機の購入を行うもの。

　最高裁国民審査投票読取集計機　ＧＴＳ－１０００　１台
内

概 要
容

株式会社アテナ事務機
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　板橋　英作

方 宮城県　仙台市宮城野区　日の出町二丁目２－８
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該物品は専門的な器機であり、本市の仕様により納期内に納入できる業者は、当該業者しかいないため、当

該業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　選挙管理委員会選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 3 9 1

件 名 等 原町第一下水処理場電話交換システム購入

契 履行場所 建設部下水道課

種 類 物品
約

原町第一下水処理場で利用する電話交換システムの購入

内

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　山貫　昭子

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本件は、原町第一下水処理場で利用する電話交換システムを購入するものであり、庁内の内線を設定し利用する

。庁内内線を利用するには、現在市役所で使われている電話交換システムとの互換性を要することから、市役所

のシステム構築業者である当該業者と随意契約するもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 4 5 5

件 名 等 新型コロナウイルスワクチン接種用医療消耗品購入

契 履行場所 原町保健センター（南相馬市原町区小川町322-1）

種 類 物品
約

新型コロナウイルスワクチン接種に係る医療用消耗品の購入

内
テルモシリンジ　ほか４９品目

概 要
容

サンセイ医機株式会社　原町営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　菅野　貴

方 南相馬市　原町区桜井町二丁目３４１番地の５
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、新型コロナウイルスワクチン接種を実施するにあたり、集団接種の際に使用する医療消耗品を購入

するものである。購入にあたっては、本市での過去の実績があること、また医療資材を専門的に取扱い、早急に

消耗品の手配ができることから、上記業者と随意契約したい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部新型コロナ対策課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 0 0

件 名 等 南相馬市新型コロナウイルスワクチン接種券印刷

契 履行場所 南相馬市役所新型コロナ対策課

種 類 物品
約

新型コロナウイルスワクチン接種に必要な接種券の印刷

内
印刷予定部数

　３１，２６７部（令和３年度に１６歳以上６４歳以下である南相馬市民分）
概 要

容

福味商事株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　内田　信市

方 福島県　本宮市　本宮字舘町１６１番地２
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、新型コロナウイルスワクチン接種体制を確保するために、緊急的に新型コロナウイルスワクチン用

接種券を印刷するものである。

　当該業者は、令和２年度に高齢者（６５歳以上）分に係る接種券印刷業務を適正に実施した実績があること、
随

また早急に接種券専用の用紙を手配することが可能であることから、上記業者と随意契約したい。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部財政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 2 7

件 名 等 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場（南相馬市スポーツセンター）エアコン設備借
上げ

契 履行場所 南相馬市スポーツセンター（南相馬市原町区桜井町二丁目２００番地）

種 類 賃貸借
約

　南相馬市新型コロナウイルスワクチン集団接種会場（南相馬市スポーツセンター分）に係るエアコン設備の借

上げを行うもの。
内

借上げ備品
概 要

　床置き型エアコン　２０台、壁掛け型エアコン　１台、発電機　２台　など容

株式会社アクティオ　相双営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　木幡　博行

方 南相馬市　原町区下高平字雁明１－１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、新型コロナウイルスワクチン接種会場にエアコン設備を借上げ、設置するものである。

　市民がワクチン接種を受けるにあたり、不安や負担を軽減するには、接種会場の環境整備が重要であり、早急

に対応する必要がある。
随

　当該業者は、本市での避難所におけるエアコン設備借上げ等の実績を有し、資材の調達及び会場での設置に緊

急的に対応できる唯一の事業者であるため随意契約とするもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部新型コロナ対策課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 5 2 8

件 名 等 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場（鹿島体育館）エアコン設備借上げ

契 履行場所 鹿島体育館（南相馬市鹿島区横手字川原１８６番地の１）

種 類 賃貸借
約

　南相馬市新型コロナウイルスワクチン集団接種会場（鹿島体育館）に係るエアコン設備の借上げを行うもの。

内
借上げ備品

　移動式クーラー３台、発電機３台　など
概 要

容

株式会社アクティオ　相双営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　木幡　博行

方 南相馬市　原町区下高平字雁明１－１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、新型コロナウイルスワクチン接種会場にエアコン設備を借上げ、設置するものである。

　市民がワクチン接種を受けるにあたり、不安や負担を軽減するには、接種会場の環境整備が重要であり、早急

に対応する必要がある。
随

　当該業者は、本市での避難所におけるエアコン設備借上げ等の実績を有し、資材の調達及び会場での設置に緊

急的に対応できる唯一の事業者であるため随意契約とするもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部新型コロナ対策課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030


